沖縄総合事務局　開発建設部　情報化施工協議・検討会規約(案)
（名　称）
第１条　本会は、沖縄総合事務局開発建設部情報化施工協議・検討会（以下「協議・検討会」という）と称する。
（目　的）
第２条　協議・検討会は、国土交通省が推進する「情報化施工技術の一般化・実用化の推進について」（平成２２年８月２日付け国官技第１１３号、国総施第３１号の国土交通省大臣官房技術調査課長並びに同省総合政策局建設施工企画課長連名通達（以下、本省通達という。））の「第２　実施体制」に基づき実施するもので、沖縄総合事務局開発建設部の事業においても、情報化施工技術の一般化・実用化に向けた取り組みを推進することを目的とする。
（対象事業）
第３条　対象事業は、沖縄総合事務局開発建設部（港湾空港事業を除く）に該当する事業とする。
（協議・検討会事務）
第４条　協議会及び検討会の事務は次のとおりとする。
＜検討会事務＞
１　検討会は、沖縄総合事務局開発建設部所管事業（港湾空港事業を除く）の情報化施工技術
の一般化・実用化に向けた具体的な取り組みを検討し､推進する。
２　検討会は、各事業の情報化施工技術の取り組み状況を把握し、今後の推進方法について検
討する。
３　検討会は、検討会にて把握を行った情報化施工技術の取り組み状況を協議会に報告するものとする。
４　検討会は、各事業の情報化施工技術の実施に必要な情報を共有し、必要と認められる事項
の情報提供や、広報を行う。
＜協議会事務＞
１　協議会は、施策の取組み事項の決定及びフォローアップを行うものとする。
２　協議会は、必要に応じて、施工条件等について助言を行うことができるものとする。
（協議・検討会の構成）
第５条　協議・検討会の構成は、事業担当課等の防災課、技術管理課、建設産業・地方整備課、河川課、流域調整課、道路建設課、道路管理課および建設工務室とする。
（協議・検討会の役割）
第６条　協議・検討会の役割分担は、以下のとおりとする。
１　各種基準関係について
情報化施工技術を実施するための実施要領、積算方法等の各種基準関係は、技術管理課が担当する。
なお、実用化にあたっての試験施工および機械・機器調達に関する支援制度の周知に関する事項は、技術管理課および道路管理課が担当する。
２　実施工事の推進について
各事業を所掌する担当課は、担当する事業において情報化施工技術が普及推進するよう事務所等へ働きかけを行うものとし、その状況を検討会へ報告するものとする。
（協議・検討会議）
第７条　協議・検討会は、毎年度２回程度、開催するものとする。
　  ２　協議会の会長を技術管理官とし、協議会委員は工事関係等を担当する課長級が担当するものとする。
　　３　検討会委員は、工事関係等を担当する課長補佐級と係長級が担当するものとする。
        また、事務局長を主任工事検査官とし、事務局は技術管理課及び道路管理課に置くものとする｡
（雑　則）
第８条　この規約に定めるものの他、協議・検討会の運営に必要な事項は協議・検討会に諮って定めるものとする。
（附　則）
第９条　この規約は、平成２３年１１月　８日から施行する。
〈 沖縄総合事務局　開発建設部　情報化施工技術協議・検討会　名簿 〉（案）
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注）本省対応担当（事務局）
・技術管理課（総括）；本省　大臣官房　技術調査課
・道路管理課（機械関係）；本省　総合政策局　公共事業企画調整課　
空港整備課、港湾空港建設課については検討会のオブザーバーとして、参加するものとする。
